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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月17日(2012.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明に係る大型電子部品収納ボックスは、プリント基板が取り付けられる下ケースと
、この下ケースの蓋である上ケースと、コンデンサー等の大型電子部品を保持する電子部
品収納部を有するホルダーと、前記プリント基板を跨いで前記下ケース上に立設され前記
ホルダーが支持される支持脚と、を有することを特徴とするものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント基板が取り付けられる下ケースと、この下ケースの蓋である上ケースと、コン
デンサー等の大型電子部品を保持する電子部品収納部を有するホルダーと、前記プリント
基板を跨いで前記下ケース上に立設され前記ホルダーが支持される支持脚と、を有するこ
とを特徴とする大型電子部品収納ボックス。
【請求項２】
　前記ホルダーは、前記プリント基板と共に前記下ケースに少なくとも１つのネジで共締
めすることにより固定されることを特徴とする請求項１記載の大型電子部品収納ボックス
。
【請求項３】
　前記ホルダーは、前記大型電子部品のリード線を固定するハーネス固定部を有すること
を特徴とする請求項１または２記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項４】
　前記下ケースと上ケースの全体を覆う延焼防止用のカバーを有することを特徴とする請
求項１～３のいずれかに記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項５】
　前記大型電子部品に別基板が取り付けられる場合は、前記ホルダーは当該大型電子部品
を収納する構成であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の大型電子部品収
納ボックス。
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【請求項６】
　前記ホルダーは、前記大型電子部品または前記別基板を弾性的に係止する爪を有するこ
とを特徴とする請求項５記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項７】
　前記上ケースは、前記下ケースの外側に被さるように嵌合されることを特徴とする請求
項１～６のいずれかに記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項８】
　前記上ケースの凸部内に前記大型電子部品の保持部が設けられていることを特徴とする
請求項１記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項９】
　前記下ケースの底部に前記大型電子部品の保持部となる凹部が設けられていることを特
徴とする請求項１記載の大型電子部品収納ボックス。
【請求項１０】
　家電製品の低い位置に設置されていることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載
の大型電子部品収納ボックス。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の大型電子部品収納ボックスを備えたことを特徴とす
る家電製品。
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